
2［３ .９ .１］

４
・
５
年
度
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請（
当
初
申
請
）の
受
付

　

４
・
５
年
度
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
（
当
初
申
請
）
を
受
け
付
け
ま

す
。
申
請
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
申
請
書
類
の
様
式
は
ち
ば
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
入
札
参
加
者
の
資
格
な
ど
に
つ
い
て
の
公
告
文
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

▼
期
間　

９
月
16
日
㈭
〜
11
月
15
日
㈪
午
後
５
時
必
着　

▼
申
請
方
法　

ち
ば
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
資
格
審
査
の
申
請
を
行

い
、
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
な
ど
の
申
請
書
類
を
、
〒
２
６
０

－

０

８
５
５
千
葉
市
中
央
区
市
場
町
１

－

１
千
葉
県
庁
南
庁
舎
２
階　

千
葉
県

電
子
自
治
体
共
同
運
営
協
議
会
（
共
同
受
付
窓
口
）
へ
郵
送
ま
た
は
持
参

（
契
約
課
（
４
２
１
）６
７
２
１
）

八
千
代
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更（
案
）の
縦
覧

　

八
千
代
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
（
案
）
が
縦
覧
で
き
ま
す
。

　

▼
対
象
地　

八
千
代
市
大
和
田
新
田
字
庚
塚
、
萱
田
町
字
上
の
山
、
上

高
野
字
稲
荷
前
、
八
千
代
台
南
三
丁
目
及
び
緑
が
丘
西
四
丁
目
の
各
一
部

の
区
域　

▼
期
間　

９
月
10
日
㈮
〜
９
月
24
日
㈮
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）　

▼
場
所　

市
役
所
５
階
公
園
緑

地
課

（
公
園
緑
地
課
（
４
２
１
）６
７
７
８
）

（
仮
称
）印
西
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
次
期
中
間
処
理
施
設
に

係
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
縦
覧
及
び
説
明
会

　

印
西
市
吉
田
地
区
に
お
い
て
計
画
さ
れ
て
い
る
、
次
期
中
間
処
理
施
設

（
廃
棄
物
焼
却
施
設
な
ど
）
の
建
設
に
つ
い
て
、
今
後
実
施
さ
れ
る
環
境

影
響
評
価
の
方
法
書
を
縦
覧
し
ま
す
。
意
見
書
の
提
出
が
可
能
な
の
で
、

提
出
先
や
提
出
方
法
に
つ
い
て
は
印
西
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、方
法
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
会
も
開
催
し
ま
す
。

■
評
価
方
法
書
の
縦
覧　

▼
期
間　

９
月
３
日
㈮
〜
10
月
４
日
㈪　

午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）　

▼
場
所　

八

千
代
市
役
所
２
階
環
境
保
全
課　

▼
問
い
合
わ
せ
先　

印
西
市
都
市
計
画

課

０
４
７
６（
３
３
）４
６
５
３

■
説
明
会　

▼
日
時　

９
月
18
日
㈯　

午
後
２
時
〜
午
後
４
時
（
30
分
前

か
ら
受
付
開
始
）　

▼
場
所　

や
ち
よ
農
業
交
流
セ
ン
タ
ー
研
修
室　

▼
対

象　

印
西
市
吉
田
地
区
か
ら
５
㎞
圏
内
に
お
住
い
の
人　

※
５
㎞
圏
内
に

つ
い
て
は
八
千
代
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
（
左
の
コ
ー

ド
か
ら
見
ら
れ
ま
す
）
▼
定
員　

30
人　

※
コ
ロ
ナ
ウ
ィ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
事
前
に
電
話
で
の
申
込
み

を
お
願
い
し
ま
す
。　

▼
申
込
み
先　

八
千
代
市
環
境
保

全
課
（
４
２
１
）６
７
６
５

台
風
シ
ー
ズ
ン
に
備
え
て
建
物
の
点
検
を

　

近
年
、
台
風
や
集
中
豪
雨
に
よ
り
屋
根
や
雨
樋
の
飛
散
、
浸
水
被
害
等

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
被
害
を
小
さ
く
抑
え
る
た
め
、
各
部
分
の
劣
化
状

況
等
の
点
検
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
建
物
の
維
持
管
理
に
関
し
て
建
築
士
に

よ
る
相
談
会
も
行
っ
て
い
ま
す
。（
建
築
指
導
課
（
４
２
１
）６
７
７
４
）

お問い合わせは
危機管理課 421-6716
警防課 459-7804

災害発生時は落ち着いた行動を

　外出先で災害が発生した場合、まずは自分
の身の安全を確保しましょう。むやみに帰宅
しようとせず、交通状況や被害状況を先に確
認し、場合によっては職場や学校などにとど
まり情報を収集するなど、適切な行動を心掛
けましょう。
　万が一、自分が帰宅困難者になってしまっ
た場合に備え、次のような点をあらかじめ確
認しておきましょう。

日ごろから準備しておきたいこと

● 事前に家族などと発災時の安否確認の方法
や集合場所を決めておきましょう
● 職場などに歩きやすいスニーカーや懐中電
灯、モバイルバッテリー、手袋、飲料水・
食料（３日分）、マスク、除菌シートなど
を用意しておきましょう
● 徒歩やバスにより帰宅できる経路を地図で
確認しておきましょう
● 携帯ラジオや地図（ハザードマップなど）
を持ち歩きましょう

災害発生時にはむやみに移動しない

●まずは自分の身の安全を確保しましょう
● 職場などの安全な場所にとどまりましょう
● 災害用伝言ダイヤルや伝言板などのサービ
スを活用して家族の安否を確認しましょう
●交通情報や被害情報などを入手しましょう

災害発生時には
災害用伝言サービスの活用を
　平成23年３月に発生した東日本大震災では、
家族などとの安否確認の電話が大変混み合い、
県内でも電話がつながりにくくなりました。
　こうした災害の発生時でも家族や知人との

安否確認や避難先の連絡等を行うことができ
るのが災害用伝言サービスです。

災害用伝言ダイヤル（171）

　震度６弱以上の地震などの大きな災害が発
生したときに、被災地の人が「１７１」の番
号をダイヤルすると、自宅の電話番号あてに
音声による安否情報を録音することができ、
電話番号を知っている人であれば、全国から
再生ができます。

災害用伝言板

　震度６弱以上の地震などの大きな災害が発
生したときに、携帯電話のインターネット接
続機能を使い、自身の安否情報を文字で登録
することができ、電話番号をもとに携帯電話
やご家族のパソコンから登録された安否情報
を確認することができます。災害用伝言板の
サービスは、毎月１日や15日などに体験日を
設けています。
　メッセージは、各通信会社が提供する専用
アプリから登録できます。

安否情報まとめて検索「J-anpi」

　「電話番号」または「氏名」を入力するこ
とで、各通信会社が提供する災害用伝言板、
各企業・団体が提供する安否情報（テキスト
情報）を一括で検索し、結果をまとめて確認
することができます。なお、安否情報の検索
は、パソコン、インターネッ
ト接続に対応した携帯電話
で可能です。右のコードから
見られます。

徒歩帰宅者支援の取り組み

　千葉県を含む九都県市では、コンビニエン
スストア、ファミリーレストラン、ガソリン
スタンドなどと徒歩帰宅者支援に関する協定
を締結しています。
　これらの店舗では、災害発生時に水道水やト
イレの提供のほか、道路交通情報などを可能な
範囲で提供していただけます。
　協力していただける店舗には、「災害時帰
宅者支援ステーションステッカー」が掲示さ
れていますので、日頃から帰宅経路にある対
象店舗の場所を確認しておきましょう。

　大規模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、自宅
へ帰ることが困難となることが想定されます。その状況で、多くの
人が一斉に徒歩で帰宅を始めると、緊急車両等の通行を妨げるだけ
でなく、落下物などで負傷する危険もあります。まずは、自分の身
の安全を確保し、職場などの安全な場所にとどまり、交通情報や被
害情報の収集に努めるなど、落ち着いて行動しましょう。

●コンビニエンス
　ストア等

「災害時帰宅者支援ステーションステッカー」

● 千葉県石油商業組合
に加盟するスタンド

伝言の登録方法

伝言の再生方法

① 「１７１」にダイヤルします（ガイダ
ンス（案内）が流れます）。
② 録音するには「１」をダイヤル。
③ 自宅の市外局番からの電話番号をダイ
ヤルし、ガイダンスに従ってメッセー
ジを録音します。

① 「１７１」にダイヤルします（ガイダ
ンス（案内）が流れます）。
②再生するには「２」をダイヤル。
③ 安否を確認したい相手の市外局番から
の電話番号をダイヤルし、ガイダンス
に従ってメッセージを再生します。


